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発表内容
１．電波環境は悪化している？

－近距離無線応用の多様化

－高周波利用設備に関する課題

２．国際比較

－近距離無線機器、ISM機器の取り扱いを巡って

３．今後の課題
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１．電波環境は悪化している？

新たな電波利用の光と影

ワイヤレスで便利で快適な生活、仕事環境

近距離の無線応用の多様化

高周波利用機器の増加

電波雑音源となる機器の増加

省エネ家電、情報機器等高周波を発生する機器の増加

高周波利用機器からの妨害波

EMC問題が顕在化する恐れがある

近年電波利用に対する需要が急激に増加し、特に工場、ビル内、家庭内

 あるいは公共の場などにおいて身近な比較的狭い範囲をサービスエリアと

 する無線通信に対する需要が高まっている
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近距離無線応用の多様化

任意の場所での情報へのアクセス、様々な機器の無線での遠隔操作、

 非接触ICカード等による決済の利用、センサ等の情報の収集、出先から

 の室内の遠隔監視、ワイヤレスでのＡＶ鑑賞など、多様な近距離無線通信

 のニーズが高まっている

（例）

・無線アクセス

 
無線ＬＡＮ、Bluetooth、ＰＬＣ、コードレス電話

・リモコン

 
各種リモコン、キーレスエントリー

・センサー

 
防犯機器、タイヤ空気圧モニタ－、万引監視装置

・モニター

 
見守り、ベビーモニター、遠隔監視

・ＡＶワイヤレス

 
Bluetooth、ＦＭトランスミッター、ラジオマイク

近距離の手軽な無線通信に「微弱無線局」や「小電力無線局」が制度化

 されている
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（参考）微弱無線局

電波法では、著しく微弱な電波を利用した無線局（通称：微弱無線局）が認

 められ、免許不要で利用できる。

微弱無線局の条件は、３ｍの距離における電界強度が規定以下（図参照）。

ごく弱い電波を利用するため、

 周囲雑音の高いところでは十分

 通信ができない場合がある。ま

 た、他からの妨害を受けても保

 護はされない。

市場には違法に出力を高くした

 製品も流通している実態があり、

 これらが無線局に妨害を与える

 事例がある。
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（参考）高周波利用設備一例
 

(誘導式読み書き通信設備
 

)

概要

1

 

13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。

 ※注：電子タグ、非接触ＩＣカードなど。

2

 

誘導式読み書き通信設備は、高周波利用設備であり、その設置に際し総務大臣の許可を
要するものと、許可を要しないものがある。
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高周波誘導加熱とは

 

～金属を非接触で自己発熱させる方式

【

 

周波数と加熱の関係は

 

】

交流電流の周波数と、非加熱体に貫通する
熱の深さには相関関係があり、

5KHzから30KHzの低い周波数は、材料の深
部にまで加熱を要求される厚い材料に適して
おり、

100KHzから400KHzの高い周波数は、 小さな
部品や浅い加熱に適する。

（参考）高周波利用設備一例
 

(高周波誘導加熱)

1.

 

交流電源に接続されたコイルの中に金属棒を挿入すると、コイルと金属棒は離れている

 にもかかわらず金属棒自身が発熱する(非接触で自己発熱)。これが誘導加熱。

2.

 

この方式は被加熱物に電流を流す直接加熱方式であり、被加熱物が導電体（金属、

 カーボン等）であることが条件。
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ラージ ループ アンテナ

高周波利用設備試験装置の例（参考）

高周波利用設備等から放射され

 る電磁界の磁界成分の測定を行う

 方法の１つとして、磁界によって３軸

 それぞれのループに誘導する電流

 を測定して放射磁界強度を評価す

 る方法がCISPRで規定され、我が

 国でも妨害波磁界強度の測定方法

 として規定されている。
この方法は、測定サイトにおける

 測定法に比べて感度が高く、周囲

 の妨害波の影響を受けることが少

 なく、またサイトでの測定値との相

 関も良好である。
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電子機器・家電等からの妨害電波
電波法では規制していない電子機器・家電等からも妨害波（電波雑音）は
発生している

インバーター内蔵機器が急増しており、これらの機器は低周波から数百
MHzにも達する妨害波源となることがあるので、高周波利用設備と共通の
規律が望まれる

例えばLED照明、太陽光発電システム、エネルギー効率を高めた最新型
家電、情報機器等は妨害波抑制に留意が必要である

右図は、インバーター式蛍光灯において、

 放射妨害波の発生の抑制が可能である

 ことを示す技術開発の例

出典：NTT-AT社ホームページより
http://www.ntt-at.co.jp/page.jsp?id=1793&content id=962
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ＥＭＣ問題の増加と今後の対応

近距離無線通信応用の増加、高周波利用設備や電子機器・家電
等からの妨害波により、電波雑音レベルが押し上げられているも
のと推測

また、単体では妨害の程度は小さくとも、システムとして、あるい
はビル単位での多数個の利用等により妨害発生事例となりうる

電磁誘導方式等によるワイヤレス給電技術の実用化が進められ
ているが、妨害が顕在化しない技術基準づくりが求められる

良好な電波環境の維持のためには、不要電波を放射する機器を
一様に規律するなどの法整備が望まれる

ディジタル機器はアナログ機器とは妨害に対する耐性は異なる
ディジタル時代の新たな妨害評価のありかたの研究が必要
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近距離無線応用機器は、各国にてさまざまに利用されている。

ITU-Rは、近距離無線機器（SRD: Short Range Devices）の共通周波数帯

 の分配に向けた研究を行い勧告 SM.1896をまとめた。
ITU-R報告SM.2153-2に例示されている各国のSRDの応用例は以下の通り

 である。

以下、米国及び欧州における近距離無線応用、ISM機器関連の規制状況を簡

 単に紹介し、また妨害波の国際規格に触れる。

２．国際比較

• 動き検出・警報装置
• モデル制御
• 誘導応用
• 無線マイク
• RFID
• ULP-AMIs
• 無線オーディオ応用
• レーダレベルゲージ

 等

• テレコマンド
• テレメトリ
• 音声・ビデオ
• 雪崩の犠牲者捜索機器
• 広帯域無線LAN
• 鉄道応用
• AVI
• ループ
• 道路輸送と交通テレマティクRTTT
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無線通信規則（ＲＲ）の国際周波数分配表で以下の周波数帯がISMに指定されている。
（§5.150）

この周波数帯で運用する無線通信業務はISMの使用による混信を容認しなければならない。

 ISM装置の運用はS15.13に従うことが条件。
13 553-13 567 kHz (中心周波数 13 560 kHz)

26 957-27 283 kHz (中心周波数 27 120 kHz)

40.66-40.70 MHz (中心周波数 40.68 MHz)

902-928 MHz (中心周波数 915 MHz) 第2地域のみ

2 400-2 500 MHz (中心周波数 2 450 MHz)

5 725-5 875 MHz (中心周波数 5 800 MHz)

24-24.25 GHz (中心周波数 24.125 GHz)

また、以下の周波数帯もISMに分配されている。（§ 5.138）

ただし上記とは条件が異なり、ISM のためのこの周波数帯の使用は、当該主管庁が、影響

 を受けるおそれがある無線通信業務を有する主管庁の同意を得て、それに特別の承認を与

 えることを条件とする。主管庁は、この規定を適用するに当たってはITU-R の最新の関連す

 る勧告を十分尊重しなければならない、と規定されている。
6 765-6 795 kHz (中心周波数 6 780 kHz)

433.05-434.79 MHz(中心周波数 433.92 MHz) §5.280に規定する国を除く第1地域のみ

61-61.5 GHz (中心周波数 61.25 GHz)

122-123 GHz (中心周波数 122.5 GHz)

244-246 GHz (中心周波数 245 GHz)

（参考）ISMバンドと呼ばれる周波数帯について

§15.13 主官庁はISM機器からの輻射
が最小になるようにし、指定周波数帯
の外では輻射がRRに従って運用する
無線通信業務、特に無線航行業務そ
の他の安全業務に有害な混信を生じさ
せないようなレベルにするため、実行
可能な全ての必要な措置を執らなけれ
ばならない。
§15.13.1 この問題について主官庁
はITU－Rの関係勧告を指針とする。
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欧州における近距離無線応用等の規制状況

SRD機器（近距離無線応用）

全ての無線通信機器は、R&TTE指令に基づく整合規格を
 満たす必要がある。SRD機器に関しては、ETSIにおいて制
 定されたEN 300 330-1等の整合規格が規定されている。

ISM機器
ISM機器はEMC指令に基づく整合規格を満たさなければな

 らない。
EMC指令に対する整合規格はCENELECが制定している。

 ISM機器に関するEN 55011等は、CISPR規格とほぼ同一
 内容となっている。
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（１）ITU-R
ITU-RではISM機器の放射妨害波の許容値及び測定法に関して、

 CISPRとの連携を勧告している。

（２）CISPR
IEC/CISPR（無線障害特別委員会）は、無線障害の原因となる各種

 機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を国際的

 に合意することによって国際貿易を促進することを目的として設置。
無線妨害波測定法、ISM機器をはじめ、電力線、鉄道、自動車、家

 電、情報機器等からの妨害波許容値を検討している。CISPRの標準

 規格に強制力はないが、国際的な総意であることを踏まえ、各国は準

 じた形で国内法で規律を行っている。
我が国では情報通信審議会の答申に基づき、技術基準を整合させ

 ている。

妨害波に関する国際的規定
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我が国特有の事情にも配慮しつつ、近距離無線応用・高周波利用
設備に関する技術基準の国際的な規格作りの推進

不要電波を放射する機器を電波法で規律するなどの制度の拡充

高周波利用設備も含む近距離無線応用の干渉軽減技術、 30MHz
以下における放射測定法の確立、ディジタル機器の妨害評価のあ
りかた等の技術開発の支援 →CISPRにおける研究の加速

３．今後の課題

今後、良好な電波環境の維持・改善のために、以下の課題が挙げられる




